
 

 

子どもを虐待から守る会・まつもと 会則 

 
 

第１章  総 則 
（名称） 
第１条 本会は『子どもを虐待から守る会・まつもと』と称する。 
（事務局） 
第２条 本会は事務局を理事会の定める所に置く。 
 

第２章  目的および活動 
（目的） 
第３条 本会は、子どもの健やかな成長・発達を脅かすあらゆる種類の虐待から、子どもを守るために必

要な支援活動を地域社会の中ですすめることを目的とする。 
（活動） 
第４条 本会はその目的を達成するために次の活動を行う。 
① 啓発活動 
② 電話相談活動 
③ 相談支援活動 
④ 研究会活動 
⑤ 学習会活動 
⑥ その他本会の目的を達成するために必要な活動 

 
第３章  会 員 

（会員） 
第５条 本会は次の会員によって構成される。 
① 正会員（個人・団体） 
② 賛助会員（個人・団体） 
③ 学生会員 
（入会） 
第６条 本会の目的に賛同して活動に参加しようとする個人及び団体は正会員となることができる。 
 ２ 大学生、短期大学学生、専門学校生その他学生の身分を有するものは学生会員となる。 
 ３ 本会の目的に賛同する個人及び団体は賛助会員となることができる。 
４ 本会に入会しようとするものは、所定の入会申込書により、会長に申し込み、理事会の承認を受け

なければならない。 
（退会） 
第７条 退会するものは、退会届を会長に提出する。また、次に該当するものは、退会したものとする。 
① 死亡または団体の解散 
② ２年以上年会費を納入しないとき 
（除名） 
第８条 会員が本会の名誉を傷つけ、目的に違反する行為をしたときには、理事会の議決を経て除名する

ことができる。 
（会費） 
第９条 正会員、賛助会員及び学生会員は年会費を納めなければならない。 
 ２ 年会費額は細則で定める。 
 

第４章  役 員 
（役員） 
第１０条 本会に次の役員を置く。 
 ① 会長    １名 
 ② 副会長   ２名 



 

 

 ③ 理事   若干名 
 ④ 監事    ２名 
（選出） 
第１１条 会長及び副会長は理事の中から理事会において選任し、理事及び監事は総会において選任する。 
（役員の職務） 
第１２条 会長は本会を代表し業務を執行する。 
 ２ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその業務を代行する。 
 ３ 理事は、理事会を構成し、本会の業務を決定する。 
 ４ 監事は、本会の会計を監査する。 
 ５ 監事は理事および他の役員の職務を兼ねることはできない。 
（役員の任期） 
第１３条 役員の任期は２年とし、再任をさまたげない。 
 ２ 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 ３ 役員は、任期終了時においても後任者が就任するまではその業務を行わなければならない。 
（顧問） 
第１４条 本会は会長の推薦により、顧問若干名をおくことができる。 
（参与） 
第１５条 本会は会長の推薦により、参与若干名をおくことができる。 
 

第５章  会 議 
（総会） 
第１６条 総会は正会員によって構成される。 
 ２ 総会は原則として年１回開催し、会長がこれを招集する。 
 ３ 議決は出席者の過半数の賛成によって決定する。 
 ４ 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または正会員の３分の１以上の求めにより、会長がこれを

招集する。 
 ５ 団体正会員の発言権及び議決権は、１団体ごとに１とする。 
（理事会） 
第１７条 理事全員をもって理事会を構成する。監事は理事会に出席して意見を述べることができる。 
 ２ 議決は理事会の出席者の過半数の賛成によって決定する。 
（委員会） 
第１８条 本会は必要に応じて委員会を設置することができる。 
 

第６章  会 計 
（経費） 
第１９条 本会の経費は、会費、助成金、寄付金などの収入をもってあてる。 
（会計） 
第２０条 本会の会計年度は毎年３月１日から翌年２月末日までとする。 
 

第７章  その他 
（会則変更） 
第２１条 本会会則は、総会の決議により変更することができる。 
（その他） 
附則 
１ この会則は設立総会の日から施行する。 
細則 
 １ 個人正会員の年会費は３，０００円とする。 
 ２ 団体正会員の年会費は３０，０００円とする。 
 ３ 学生会員の年会費は正会員の半額とする。 
 ４ 賛助会員の会費は１口３，０００円とする。 


